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亀山市教育委員会１０月定例会会議録 

１．日 時  

平成３０年１０月１９日（金）午後１時３０分開会 

 

２．場 所 

亀山市役所本庁舎３階 理事者控室  

 

３．出席委員 

教 育 長      服 部   裕 

１番委員   井 上 恭 司 

２番委員   大 萱 宗 靖 

３番委員   宮 村 由 久 

４番委員   太 田 淳 子 

 

４．欠席委員 

なし 

 

５．議事参与者 

教育部長                             草 川 吉 次 

教育総務課長（以下総務課長という。）       原 田 和 伸 

学校教育課長（以下学校課長という。）      西 口 昌 毅 

参事（兼）生涯学習課長（以下参事生課長という。）亀 山   隆 

図書館長                    井 上 香代子 

歴史博物館長（以下歴博館長という。）      小 林 秀 樹 

文化スポーツ課まちなみ文化財グループリーダー(以下まちＧＬという)    稲 垣 智 也 

学校教育課主幹（兼）学事教職員グループリーダー（以下学事ＧＬという）    高 宮 綾 子 

学校教育課主幹（兼）教育研究グループリーダー（以下教研ＧＬという）   西 田 浩 司 

学校教育課主幹（兼）教育支援グループリーダー（以下教支ＧＬという）   平 野 朋 希 

健康福祉部次長（以下健福次長という。）     伊 藤 早 苗 

教育総務課主幹（兼）教育総務グループリーダー(書記） 草 川 正 富 

教育総務課教育総務グループ主査（書記）     西 口 幸 伸 
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６．会議録署名者指名 

   １番委員（井 上 恭 司 委員） 

   ２番委員（大 萱 宗 靖 委員） 

 

７．教育長報告 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２３日、中学校の体育祭へ各委員が出席いただき感謝申し

上げる。また、同日は白川地区敬老会及び川崎地区熟年の集いに

出席した。 

１０月１日、昼生小学校運動会には宮村委員に出席いただき感

謝申し上げる。 

図書館整備推進委員会では、基本設計の前の考え方について意

見をいただいている。大きく議論の流れが変化しているわけでは

ない。予算の関係上、１階から３階まで吹き抜けにする必要があ

るのかという意見や、エレベータや階段の位置について意見をい

ただいた。 

２日、３日の小学校運動会に各委員が出席いただき感謝申し上

げる。 

６日、市民川柳大会の表彰式に出席した。 

７日、教育功労者表彰式、教育懇談会と各委員に出席いただき

感謝申し上げる。 

８日、図書館市民ワークショップには太田委員が出席いただい

た。少し出席者数が減ってきた印象を受けるが、ゾーンの考え方

や多機能性に関して、どういった使い方ができるかの話し合いが

中心であった。 

９日、臨時経営会議は市の来年度予算の方針などに関した内容

であった。 

１０日、青少年総合支援センター運営協議会は、青色パトロー

ルの補導員の勤務時間帯や巡回コースについて危険箇所のデータ

を元に見直すという内容であった。また、市教研指定校研究発表

会については、お気づきの点があれば御意見いただきたい。 

教育委員会先進地視察もハードスケジュールであったが各委員
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の参加に感謝申し上げる。 

１５、１６日と全国市町村教育委員会研究協議会があり、座学

中心の研修であった。新学習指導要領や地域連携がテーマだった。 

１７日、三重県教職員免許状更新連絡協議会の会議に出席した。 

地域人材キラリ育成事業推進委員会では、市民大学を教育委員

会として体系化して創り上げるための会議であった。カリキュラ

ムを組んで本年度中にプレ講座を実施し、来年から本格的に新内

容でスタートさせるものである。 

（質問はなく、教育長報告を終わる。） 

 

８．議事  

教育長 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

報告第１３号「専決処分した事件の承認について」を上程し、

事務局の説明を求める。 

報告第１３号「専決処分した事件の承認について」です。次の

事件について、亀山市教育委員会事務委任規則第３条第１項の規

定におり、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

基づき、委員会に報告し承認を求めるものです。専決処分した事

件として「亀山市学校薬剤師の委嘱について」です。詳細につい

ては、教育総務課長が説明します。 

専決内容としまして、亀山南小学校の学校薬剤師の辞任に伴い、

鈴鹿亀山薬剤師会から後任の学校薬剤師の推薦を受けたため、学

校保健安全法第２３条の規定に基づき、別紙名簿の者を平成３０

年１０月１日付けで亀山市学校薬剤師に委嘱したものです。 

右ページ一覧のとおり、福森明美氏が堀之内淳一氏に交替して

います。転居に伴う急な辞任によるものです。 

（質問はなく、報告第１３号は可決される。） 

 

９．協議事項 

教育長 

 

総務課長 

 

 

 

協議事項１「平成３０年度教育予算１１月補正について」説明

を求める。 

協議事項１「平成３０年度教育予算１１月補正について」は、

災害復旧費として台風２１号による災害復旧のため亀山東小学校

の門扉の復旧について補正予算を計上するものです。これは１１

月１２、１３日に開会される市議会の臨時会に提案するものです。
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教育長 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校課長 

 

 

 

 

 

 

参事生課長 

 

 

強風により門扉が破損したため、取替えの修繕を行います。 

（質問はなく、協議を終わる。） 

 

協議事項２「平成３０年度教育予算１２月補正について」説明

を求める。 

まず安全安心な学校づくり事業、空調機整備事業（小学校費）

については、普通教室及び音楽室の空調機の整備を行うものであ

り、国においても補正予算に計上されるとの情報が出ていますが、

今の見込みでは国庫補助金について１１月に内示を受け、１２月

に交付決定がある予定です。来年度夏までに空調機の整備を終え

るスケジュールです。 

工事監理委託料と工事請負費を計上していますが、現在設計中

であり確定した数値ではありません、変動があります。 

次に小学校費の施設管理費の燃料代を補正するものですが、補

正理由としては、ガス協定価格の高騰に伴う増額改定を受けて燃

料費が不足するものです。 

６ページをご覧ください。当初予算８７０万円に対して１４７

万円不足する見込みです。 

７ページをご覧ください。就学援助奨励費要準用保護児童援助

費です。就学援助の申請者が１８９人から２０２人へと増える見

込みです。それに伴い、当初予算要求時の見込みを上回ったため、

補正を要求するものです。 

１１ページは小学校の燃料費と同様に関学校給食センターの燃

料費について補正するものです。 

１３ページをご覧ください。外国語指導助手配置業務委託とし

てＡＬＴを各学校に配置するものです。現在市内に５人のＡＬＴ

がいて、うち２人の委託契約が来年３月で終了するので、４月以

降の委託契約に係るものです。ＡＬＴの総数を５人から６人とし

ていきたいと考えています。ＪＥＴから来るＡＬＴの質の問題も

あり、３２年度から業務委託の人数を増やし、最終的に４人体制

にするものです。 

１５ページをご覧ください。かめやま元気会から納涼大会の収

益の一部を寄付金５万円としていただいたため、計上しています。 

子どもたちの登下校時の見守りや交通安全指導に活用する誘導
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井上委員 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

井上委員 

総務課長 

 

 

 

教育部長 

 

 

井上委員 

 

 

総務課長 

 

教育部長 

 

教育長 

 

大萱委員 

総務課長 

 

教育長 

 

 

旗を計上しています。 

空調機整備事業で補正が組まれることによりどんな変化が生ま

れるのか。スケジュールに影響があるのか。教育総務課長は以前、

学校によって整備時期に違いがあるとの意見であったが、どう影

響があるのか。 

当初、国の補助の採択については、４月又は５月を想定してい

ました。現在は、１２月中旬頃に国の採択決定があるという流れ

が生まれています。設計が完了しなければ、スケジュールを早め

るのは難しいかもしれませんが、平成３１年９月の工事完了が６

月に早まる可能性はあります。そうすると、平成３１年７月から

使用開始ができることとなります。 

各学校で空調機の設置時期に違いは生じるのか。 

特例の交付金であり、全国的に工事が集中しますので、空調機

の供給が難しくなる可能性があります。また、全ての小学校につ

いて同時に設置工事を行うことは難しいので、設置時期に違いは

生じます。 

今回の国の補正の趣旨は、来年の夏までに空調機を設置すると

いうものです。亀山市は全ての学校が来年７月までには設置でき

る見込みです。 

そうすると各学校で極端な設置時期の違いは生じないと思うが、

６月、７月で各学校の空調機の使用開始時期がずれることはある

のか。 

設置順の関係で６月、７月で空調機の使用開始時期がずれる可

能性はあります。各学校でばらつきは出ると思います。 

来年の７月当初には、どこの小学校もエアコンが使える状態に

なる見込みです。 

工事の状況を見て、教育委員会として７月１日を空調機の開始

時期と定めることもできる。 

空調機を使用する気温の目安はあるのか。 

中学校では空調機の使用目安の気温として２８度と決めていま

す、校長会においてもお知らせしています。 

小学校についても早期に空調機を整備できるように進めていき

たい。 

（ほかに質問はなく、協議を終わる。） 
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１０．報告事項  

教育長 

 

 

大萱委員 

 

 

学校課長 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

報告事項１「市内小中学校における総勤務時間縮減の取組につ

いて」説明を求める。 

（学校課長詳細説明） 

労働組合のアンケートにより５０％の教職員が過労死ラインを

越えていると伺った。仕事の持ち帰りが多いようであるが、把握

しているのか。 

仕事を大量に持ち帰っているという報告は聞いていません。 

時間外の増えている学校を減らす努力をしてほしい。 

（ほかに質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項２「生徒指導について」説明を求める。 

（学校課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項３「亀山市青少年総合支援センター運営協議会委員の

任命について」説明を求める。 

（参事生課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項４「図書館利用状況について」説明を求める。 

（図書館長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項５「平成３１年度亀山市立幼稚園入園児募集要項につ

いて」説明を求める。 

（健福次長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項６「工事及び委託事業の発注状況」説明を求める。 

（総務課長及び図書館長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 
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教育長 

 

 

大萱委員 

 

学校課長 

教育長 

 

 

太田委員 

総務課長 

教育部長 

 

 

教育長 

 

 

 

教育部長 

 

教育長 

 

 

報告事項７「教育委員会行事報告及び予定表」説明を求める。 

（総務課長、学校課長、参事生課長、図書館長、まちＧＬ、歴

博館長及び健福次長詳細説明） 

小学校の修学旅行は、今年は土曜日であったこともあり、部活

動の大会などと重なるのでできれば平日にお願いしたい。 

そのことは、校長会でもまたお伝えします。 

亀山市の場合は校長会として旅行会社を決定することになって

いる。土曜日の実施については、慎重に判断してほしいとの意見

があったと伝える。 

子ども未来課の行事報告は今後もあるのか。 

今後もあります。 

今回から初めて子ども未来課の行事報告を加えています。教育

委員会事務の補助執行という形になっていますので、基本は子ど

も未来課の課長が説明のため出席することになります。 

文化スポーツ課まちなみ文化財グループと同様の扱いとすべき

ところを子ども未来課についても今回から整理した。 

しかし、行事報告だけで出席ということもあるので、出席する

時間を調整するなど工夫する余地はある。 

議案に該当がある時のみの出席でよいのであれば次回からその

ように対応します。 

議案や協議事項がないときは、出席しなくともよいか。各委員

いかがか。 

（全委員異議なし） 

（ほかに質問はなく、報告を終わる。） 

 

１１．その他 

総務課長 

 

教育長 

第３回市町等教育長会議、知事と市長１対１対談についてお知

らせします。 

１１月６日の小中音楽大会については、関心のある委員は出席

いただきたい。 

 

 

１２．閉会 

   午後１４時３０分 


